
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
を
求
め
る
意
見
書 

 

 
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
は
、
教
育
基
本
法
の
理
念
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
国
民
に
教
育
の
機
会
均
等
と
そ
の
水
準
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め

に
、
必
要
な
経
費
を
国
が
負
担
す
る
制
度
で
あ
り
、
我
が
国
の
義
務
教
育
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
政
府
は
、
財
政
再
建
を
理
由
に
、
昭
和
六
十
年
度
以
降
、
数
回
に
わ
た
る
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
見
直
し
に
よ
り
、
旅

費
、
教
材
費
、
恩
給
費
、
共
済
費
な
ど
が
適
用
除
外
と
さ
れ
る
な
ど
、
一
般
財
源
化
が
図
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
義
務
教
育
費
に
係
る
経
費
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
度
末
ま
で
に
国
庫
負
担
金
全
額
の
一
般
財
源
化
の
検
討
を
行
な
う

と
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
制
度
の
見
直
し
は
、
地
方
自
治
体
の
財
政
負
担
を
増
大
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
民
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
義
務
教

育
制
度
そ
の
も
の
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。 

よ
っ
て
、
江
戸
川
区
議
会
は
、
政
府
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
実
情
を
十
分
に
認
識
し
、
地
方
自
治
体
が
計
画
的
に
教
育
行
政
に
あ
た
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
学
校
栄
養
職
員
、
学
校
事
務
職
員
の
給
与
費
国
庫
半
額
負
担
の
除
外
は
行
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

を
堅
持
す
る
こ
と
を
強
く
要
望
し
ま
す
。 

  

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。 

 

 

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日 
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内
閣
総
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総
務
大
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財
務
大
臣
・
文
部
科
学
大
臣 

あ
て 


